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	補助
対象者
	対象経費
	補助事業
区分
	基　準　額
	補助率

	日中一時支援事業等を実施する法人
	実施要綱に基づき、重度障害児(者)を受入れた場合に当該補助対象者が要した経費（他の補助金により補助対象となる経費を除く。）
	日中一時支援事業（医療機関で実施するものを除く。）

	
(１) 1日あたりの総受入人数(重度障害児(者)に限る)が1人の場合
①利用時間が4時間以下
　3,000円
②利用時間が4時間超から8時間以下
　　　5,000円
③利用時間が8時間超
　　　7,000円

(２) 1日あたりの総受入人数(重度障害児(者)に限る)が2人以上の場合
①利用時間が4時間以下
1,500円×［該当する時間区分の受入人数］
②利用時間が4時間超から8時間以下
　   2,500円×［該当する時間区分の受入人数］
③利用時間が8時間超
3,500円×［該当する時間区分の受入人数］

	10／10

	
	
	短期入所事業（医療機関で実施するものを除く。）
	
(1)  同一日の利用者が、大町町から支給決定を受けた者のみの場合（受入人数に関わらず）
・１日あたり　5,000円

(2)　同一日の利用者が、それぞれ異なる市町から支給決定を受けている場合
　　・１日あたり　5,000円 ×［下記割合］
（1円未満の端数を切り捨て）

【割合】
大町町の利用者数
事業所全体の利用者数
	






	
	
	




グループホーム事業
	
(1)  同一日の利用者が、大町町から支給決定を受けた者のみの場合（受入人数に関わらず）
・１日あたり　6,000円

(2)　同一日の利用者が、それぞれ異なる市町から支給決定を受けている場合
　　・１日あたり　6,000円 ×［下記割合］
（1円未満の端数を切り捨て）

【割合】
大町町の利用者数
事業所全体の利用者数

	



